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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）一方向に配列された複数本の強化繊維から成る強化繊維束に撚りを入れながら連
続的に送給する工程、
（ｂ）前記連続的に送給される強化繊維束にマトリックス樹脂を含浸させる工程、
（ｃ）前記樹脂含浸され、撚りが入った強化繊維束を、所定の強さにて緊張させて強化繊
維束の横断面を円形状とし、その後、前記横断面が円形状とされた強化繊維束の上下面に
樹脂との離型性を持った高密度織物を配置した状態で、加熱された２枚の平板の間に引き
込み、前記強化繊維の横断面を扁平形状に成形しながら樹脂を１次硬化させる工程、
（ｄ）前記横断面が扁平形状の１次硬化された強化繊維束を、加熱された硬化炉を通し、
２次硬化させる工程、
を備えた横断面が扁平形状とされる繊維強化プラスチック線材を製造することを特徴とす
る連続した扁平形状繊維強化プラスチック線材の製造方法。
【請求項２】
　（ａ）一方向に配列された複数本の強化繊維から成る強化繊維束を連続的に送給する工
程、
（ｂ）前記連続的に送給される強化繊維束にマトリックス樹脂を含浸させる工程、
（ｃ）前記樹脂含浸された強化繊維束に撚りを入れる工程、
（ｄ）前記樹脂含浸され、撚りが入った強化繊維束を、所定の強さにて緊張させて強化繊
維束の横断面を円形状とし、その後、前記横断面が円形状とされた強化繊維束の上下面に
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樹脂との離型性を持った高密度織物を配置した状態で、加熱された２枚の平板の間に引き
込み、前記強化繊維の横断面を扁平形状に成形しながら樹脂を１次硬化させる工程、
（ｅ）前記横断面が扁平形状の１次硬化された強化繊維束を、加熱された硬化炉を通し、
２次硬化させる工程、
を備えた横断面が扁平形状とされる繊維強化プラスチック線材を製造することを特徴とす
る連続した扁平形状繊維強化プラスチック線材の製造方法。
【請求項３】
　前記繊維強化プラスチック線材は、厚み（ｔ）０．２ｍｍ～５．０ｍｍ、幅（ｗ）１．
０ｍｍ～１０．０ｍｍであることを特徴とする請求項１又は２に記載の扁平形状繊維強化
プラスチック線材の製造方法。
【請求項４】
　前記強化繊維束の撚り回数は、５回／ｍ～２０回／ｍであることを特徴とする請求項１
～３のいずれかの項に記載の扁平形状繊維強化プラスチック線材の製造方法。
【請求項５】
　前記樹脂含浸された強化繊維束は、５００ｇ／本～３０００ｇ／本の強さにて緊張され
ることを特徴とする請求項１～４のいずれかの項に記載の扁平形状繊維強化プラスチック
線材の製造方法。
【請求項６】
　前記強化繊維束における前記強化繊維に対する前記マトリックス樹脂の含浸量は、体積
比率（Ｖｆ）で３６％～６０％であることを特徴とする請求項１～５のいずれかの項に記
載の扁平形状繊維強化プラスチック線材の製造方法。
【請求項７】
　前記強化繊維は、ガラス繊維、炭素繊維、アラミド繊維、ＰＢＯ（ポリフェニレンベン
ズビスオキサゾール）繊維、ポリエステル繊維のいずれかであることを特徴とする請求項
１～６のいずれかの項に記載の扁平形状繊維強化プラスチック線材の製造方法。
【請求項８】
　前記マトリックス樹脂は、エポキシ樹脂、ビニールエステル樹脂、ＭＭＡ樹脂、不飽和
ポリエステル樹脂、又はフェノール樹脂のいずれかであることを特徴とする請求項１～７
のいずれかの項に記載の扁平形状繊維強化プラスチック線材の製造方法。
【請求項９】
　前記高密度織物は、インチ長さ間の縦糸、緯糸の合計本数が２１０本以上投入された織
物であることを特徴とする請求項１～８のいずれかの項に記載の扁平形状繊維強化プラス
チック線材の製造方法。
【請求項１０】
　前記高密度織物は、ポリエステル繊維、ナイロン繊維、又はビニロン繊維の連続フィラ
メント糸の単独織物、若しくは、混合織物のいずれかであることを特徴とする請求項１～
９のいずれかの項に記載の扁平形状繊維強化プラスチック線材の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】

　本発明は、扁平形状の繊維強化プラスチック線材の製造方法に関するものである。特に
、扁平形状の繊維強化プラスチック線材及び斯かる扁平形状の繊維強化プラスチック線材
をシート状に配列した繊維強化シートは、例えば、土木建築構造物であるコンクリート構
造物、鋼構造物、繊維強化プラスチック構造物（本願明細書では、コンクリート構造物、
鋼構造物、繊維強化プラスチック構造物などを含めて単に「構造物」という。）に接着し
て或いは埋入して補強するのに使用することができる。
【背景技術】
【０００２】
　構造物の補強方法として、近年、既存或いは新設の構造物の表面に連続繊維強化シート
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を貼り付けたり、巻きつけたりする接着工法が開発されている。
【０００３】
　しかしながら、上記接着工法は、単純な接着のみであり、ＦＲＰ（繊維強化プラスチッ
ク）補強材の剥離による構造物の早期破壊により、終局耐力の補強硬化には限界がある一
方、例えばコンクリート構造物のひび割れ抑制効果にも限界がある。その上、ＦＲＰ補強
材の高い性能が有効に活用されていない場合が多い。又、既存構造物のひび割れ損傷など
の回復や死荷重に対する補強はできない。
【０００４】
　このような問題を改善するべく、シート状補強材に荷重を付与して緊張し、緊張状態に
てシート状補強材を構造物表面に接着する緊張接着工法が用いられつつある。この緊張接
着工法にて使用されるシート状補強材は、現在、樹脂を含浸していない繊維を一方向に引
き揃えたシート、所謂、強化繊維シート、或いは、幅５０ｍｍ以上の繊維強化プラスチッ
クの平板を用いている。
【０００５】
　しかしながら、樹脂を含浸していない繊維を用いた強化繊維シートでは、製造上の問題
或いは取り扱い時の問題から、強化繊維が必ずしも一方向に一様に引き揃えられていない
。そのため、緊張力を導入するべく、強化繊維シートに荷重を付与して緊張する際に部分
的な糸切れが発生し、充分な緊張力を導入し得ないことがある。つまり、強化繊維シート
が緊張に必要な充分な力を発揮できないことがある。通常、緊張力は、最終破断荷重の５
０％～３０％減程度となっている。
【０００６】
　又、繊維強化プラスチック平板を用いる場合は、板幅が広いため接着する際に、接着面
にボイドが混入して、充分な接着力を得ることが難しいといった問題がある。ボイドの発
生を避けるために繊維強化プラスチック平板に孔を開けることが考えられるが、この場合
には、繊維強化プラスチック平板の強化繊維を切断することとなり、好ましくない。
【０００７】
　そこで、本発明者らは、特許文献１に記載するように、強化繊維にマトリックス樹脂が
含浸され、硬化された連続した繊維強化プラスチック線材を複数本、長手方向にスダレ状
に引き揃え、その後線材を互いに固定用繊維材にて固定した繊維強化プラスチック線材シ
ート、即ち、繊維強化シートを提案した。
【０００８】
　このような繊維強化シートは、緊張に際しての糸切れの問題を解決し、又、施工に際し
てのボイドの発生も回避して被補強面に対して充分な接着力を得ることができ、特に、緊
張接着工法に基づくコンクリート構造物の補強などを極めて作業性良く実施することがで
きる。
【０００９】
　一方、従来、上記繊維強化シートに使用される丸形状の連続した繊維強化プラスチック
線材は、プルトルージョン法という引き抜き成形法にて製造されるのが通常であった。
【００１０】
　次に、図９を参照して、従来のプルトルージョン法に従った繊維強化プラスチック線材
の製造方法について簡単に説明する。図９にて、左側から右側に強化繊維が移動し、その
間に樹脂含浸、丸形状成形、１次加熱硬化、２次加熱硬化、巻き取りを行う工程を示して
いる。
【００１１】
　図９に示すプルトルージョン法を実施する製造装置２００によれば、巻き出し装置５１
の巻き出しボビン１１（１１ａ、１１ｂ）に巻かれた樹脂未含浸の、複数の強化繊維から
成る強化繊維束ｆ１は、回転軸１２（１２ａ、１２ｂ）を回転させることにより巻き出さ
れ、樹脂含浸工程へと送給される。
【００１２】
　つまり、ボビン１１から巻き出された強化繊維束ｆ１は、ガイド１４のガイド穴１５（
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１５ａ、１５ｂ）により案内されて、次の工程である樹脂含浸工程へと送給される。
【００１３】
　樹脂含浸工程へと送給された強化繊維束ｆ１は、入口ガイドローラ１６により含浸ロー
ラ１８へと導入され、樹脂が含浸される。入口ガイドローラ１６は、複数本の強化繊維か
ら成る強化繊維束ｆ１を樹脂含浸前に、強化繊維束ｆ１を構成する複数の繊維を揃える役
目である。
【００１４】
　含浸ローラ１８は、強化繊維束ｆ１を強制的に樹脂Ｒに浸ける役目で、樹脂含浸槽１７
に溜められた樹脂Ｒの中に、少なくとも下半分以上は浸かった状態で使用される。
【００１５】
　樹脂含浸槽１７の出口部に設けた出口ガイドローラ１９は、樹脂含浸強化繊維束ｆ２を
次工程の１次加熱硬化工程に送る前に揃える役目を持っている。
【００１６】
　樹脂含浸された強化繊維束ｆ２は、加熱金型２７Ａに送給され、その後、加熱硬化炉２
７Ｂへと送給される。
【００１７】
　つまり、加熱金型２７Ａは、金型を用いた丸形状の成形と樹脂の１次硬化の役目を持っ
ている。金型２７Ａには、所定の径をもった丸形状の溝２７Ａａ、２７Ａｂが強化繊維束
ｆ２の移動方向に彫られており、この丸溝２７Ａａ、２７Ａｂの中を樹脂含浸した強化繊
維束ｆ２が通過する際に、金型内部に組み込まれた熱線により加熱され、樹脂の１次硬化
がなされ、半硬化された丸形状の繊維強化プラスチック線材２ａ、２ｂが得られる。
【００１８】
　繊維強化プラスチック線材内の樹脂含有量は、金型２７Ａの入口で余分の樹脂を絞るこ
とでコントロールされるため、金型の穴溝２７Ａａ、２７Ａｂに入れる強化繊維束ｆ２の
量を変えないと樹脂含有量を変えられないという欠点を持っている。
【００１９】
　又、金型２７Ａ内を樹脂含浸した強化繊維束ｆ２が移動するため、樹脂と金型との間で
くっ付くことは絶対に許されない。このため、樹脂には金型との間がくっ付かないように
、大量の離型剤が含まれている。
【００２０】
　２次加熱炉２７Ｂは、２次加熱硬化を行う工程である。ここでは、金型２７Ａにて半硬
化された丸形状の繊維強化プラスチック線材２ａ、２ｂでの１次硬化の不足分を補うもの
で、ここで含浸樹脂の完全硬化がなされる。
【００２１】
　２次加熱炉２７Ｂにて完全に硬化された線材２は、案内ガイド２０のガイド穴２１（２
１ａ、２１ｂ）を通って、巻き取り装置５２のボビン３０（３０ａ、３０ｂ）へと送給さ
れ、回転軸３１（３１ａ、３１ｂ）の回りに回転するボビン３０にて巻き取られる。
【００２２】
　上述のように、従来の引き抜き成形法では、丸形状の線材を成形するのに丸形状の開孔
を持った加熱金型を用いるため、金型を通過させる際に抵抗が発生することから成形スピ
ードが上げられないという問題がある。また、金型の大きさの制約等から、金型に設ける
孔数に限界が発生し、一度に製造できる線材の本数が、多くても２０本～３０本までとい
う問題があった。線材の大きさ、幅など形状が変わると、金型交換が必要であった。その
ため、コストアップとなる。
【００２３】
　更に、マトリックス樹脂と金型とのくっ付き防止のため、離型剤が使用され、その離型
剤が線材表面に出ることから、この線材をシート状補強材（繊維強化シート）として構造
物補強に使用した場合には、構造物へ接着する際、接着剤と線材表面との接着がうまくい
かないという問題があった。そのため、繊維強化シートを使用する場合には、線材硬化後
、サンドペーパ－等で表面の目粗しをしなくてはいけないという問題もあった。
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【００２４】
　この問題のため、製造コストのアップや、表面の目粗し時の線材への疵付けによる品質
低下をもたらしていた。
【００２５】
　そこで、本発明者らは、特許文献２に開示されるように、丸形状繊維強化プラスチック
線材の製造方法を提案した。
【００２６】
　つまり、第一の製造方法は、
（ａ）一方向に配列された複数本の強化繊維から成る強化繊維束に撚りを入れながら連続
的に送給する工程、
（ｂ）連続的に送給される強化繊維束にマトリックス樹脂を含浸させる工程、
（ｃ）樹脂含浸された強化繊維束を、所定の強さにて緊張させながら加熱して、強化繊維
束の横断面を円形状として樹脂を硬化させる工程、
を備えた製造方法である。
【００２７】
　又、第二の製造方法は、
（ａ）一方向に配列された複数本の強化繊維から成る強化繊維束を連続的に送給する工程
、
（ｂ）連続的に送給される強化繊維束にマトリックス樹脂を含浸させる工程、
（ｃ）樹脂含浸された強化繊維束に撚りを入れる工程、
（ｄ）樹脂含浸され且つ撚りが入った強化繊維束を、所定の強さにて緊張させながら加熱
して、強化繊維束の横断面を円形状として樹脂を硬化させる工程、
を備えた製造方法である。
【００２８】
　特許文献２に記載される製造方法は、
（１）強化繊維に撚りを入れ、マトリックス樹脂の樹脂含浸量をコントロールし、樹脂含
浸強化繊維を加熱硬化させる際、強化繊維にテンション力を付与することにより、金型を
用いなくても、丸形状の繊維強化プラスチック線材を製造することができる。
（２）金型を使用することがないため、一度に３０本以上の線材製造も可能となり、且つ
、マトリックス樹脂に離型剤を入れる必要もないことから、丸形状繊維強化プラスチック
線材の表面目粗し作業も不要となり、大幅なコスト削減と品質改善を達成することができ
る。
といった利点を有している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２９】
【特許文献１】特開２００４－１９７３２５号公報
【特許文献２】特開２００８－２２２８４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００３０】
　一方、コンクリート構造物、鋼構造物などの構造物に繊維強化シートを接着して補強す
る場合、繊維強化シートを構成する繊維強化プラスチック線材が丸形状だと、補強厚みが
厚くなり、接着する樹脂量が多くなる。扁平形状だと同じ補強強度を出すのに補強厚みを
薄くでき、接着する樹脂量を少なくできる。
【００３１】
　繊維強化プラスチック線材が、コンクリート構造物やガラス繊維強化プラスチック構造
物等に埋め込まれる補強筋として使用される場合も同様に、補強筋を入れた箇所の板厚を
薄くできることから、一定板厚内に多くの強化繊維を投入でき、一定体積内での繊維含有
量（即ち、Ｖｆ）、構造物の目標の断面剛性や強度を丸形状のものに比較し、より薄い板
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厚で製作することができる。
【００３２】
　しかしながら、扁平形状の繊維強化プラスチック線材を丸形状と同様に引き抜き成形で
作る場合は、金型上の制約があり、穴数の限界で製造本数の制約がある。また、マトリッ
クス樹脂のくっ付き防止のため、離型剤の使用が必須となり、成形後の製品と後で接着さ
せる樹脂やコンクリートとの接着がうまく行かないという問題が発生していた。
【００３３】
　また、本発明者らの研究実験の結果によると、樹脂含浸した複数本の繊維（繊維束）に
撚りを入れ、一定張力で引っ張り、丸形状にした後、平板で一定厚みに成形しないと、均
一に近い幅で製作できないことが分かった。つまり、扁平にする前の形状がランダムな形
状では、一定板厚で、均一に近い幅での成形はできない。
【００３４】
　一方、型が平板であることから上下間の隙間を調整することにより１つの型で種々の厚
みの形状を作り出すことができる。
【００３５】
　更に、本発明者らは、丸形状を平板形状とするために平板形状の型（金型）を使用し、
平板形状型と扁平な線材製品との離型は、離型剤を使用するのではなく、接着剤と接着し
ない薄い布（ピールプライというポリエステル系の織物等）を、成形する線材の上下面に
連続して挿入し、硬化後、剥ぎ取ることで対応し得ることが分かった。この方法は、引き
抜き成形では、形状を持った金型のため皺が発生し、採用が困難であった。
【００３６】
　また、丸形状線材を平板形状（扁平形状）線材に成形する型が、平板形状であることか
ら、型が薄くでき、狭い範囲で、２段、３段に上下に設置でき、一度に成形できる線材本
数を、例えば、３０本以上、３００本程度にまでも増やすことができ効率的である。
【００３７】
　また、単に平板形状型内に樹脂を含浸した丸形状繊維束を引き込むだけでよいこと、及
び、その上下に離型用の薄い布で保護され、金属の型と樹脂含浸の繊維束とが直接触れな
いことから、樹脂含浸の繊維束へのダメージが少なく、製造中の糸切れの頻度が殆どなく
、大幅に成形歩留まりを上げることができることが分かった。
【００３８】
　本発明は、斯かる本発明者らの新規な知見に基づきなされたものである。
【００３９】

　従って、本発明の目的は、成形スピードの制約や、一度に製造できる本数制約を除去し
、且つ離型剤を使用せず、成形後の目粗し等の作業をなくし、製造コストの大幅削減と製
品品質の大幅アップを図ることのできる扁平形状繊維強化プラスチック線材の製造方法を
提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００４０】

　上記目的は本発明に係る扁平形状繊維強化プラスチック線材の製造方法にて達成される
。要約すれば、本発明の第一の態様によれば、
　（ａ）一方向に配列された複数本の強化繊維から成る強化繊維束に撚りを入れながら連
続的に送給する工程、
（ｂ）前記連続的に送給される強化繊維束にマトリックス樹脂を含浸させる工程、
（ｃ）前記樹脂含浸され、撚りが入った強化繊維束を、所定の強さにて緊張させて強化繊
維束の横断面を円形状とし、その後、前記横断面が円形状とされた強化繊維束の上下面に
樹脂との離型性を持った高密度織物を配置した状態で、加熱された２枚の平板の間に引き
込み、前記強化繊維の横断面を扁平形状に成形しながら樹脂を１次硬化させる工程、
（ｄ）前記横断面が扁平形状の１次硬化された強化繊維束を、加熱された硬化炉を通し、
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２次硬化させる工程、
を備えた横断面が扁平形状とされる繊維強化プラスチック線材を製造することを特徴とす
る連続した扁平形状繊維強化プラスチック線材の製造方法が提供される。
【００４１】
　本発明の第二の態様によれば、
（ａ）一方向に配列された複数本の強化繊維から成る強化繊維束を連続的に送給する工程
、
（ｂ）前記連続的に送給される強化繊維束にマトリックス樹脂を含浸させる工程、
（ｃ）前記樹脂含浸された強化繊維束に撚りを入れる工程、
（ｄ）前記樹脂含浸され、撚りが入った強化繊維束を、所定の強さにて緊張させて強化繊
維束の横断面を円形状とし、その後、前記横断面が円形状とされた強化繊維束の上下面に
樹脂との離型性を持った高密度織物を配置した状態で、加熱された２枚の平板の間に引き
込み、前記強化繊維の横断面を扁平形状に成形しながら樹脂を１次硬化させる工程、
（ｅ）前記横断面が扁平形状の１次硬化された強化繊維束を、加熱された硬化炉を通し、
２次硬化させる工程、
を備えた横断面が扁平形状とされる繊維強化プラスチック線材を製造することを特徴とす
る連続した扁平形状繊維強化プラスチック線材の製造方法が提供される。
【００４２】
　本発明にて一実施態様によれば、前記繊維強化プラスチック線材は、厚み（ｔ）０．２
ｍｍ～５．０ｍｍ、幅（ｗ）１．０ｍｍ～１０．０ｍｍである。
【００４３】
　本発明にて他の実施態様によれば、前記強化繊維束の撚り回数は、５回／ｍ～２０回／
ｍである。
【００４４】
　本発明にて他の実施態様によれば、前記樹脂含浸された強化繊維束は、５００ｇ／本～
３０００ｇ／本の強さにて緊張される。
【００４５】
　本発明にて他の実施態様によれば、前記強化繊維束における前記強化繊維に対する前記
マトリックス樹脂の含浸量は、体積比率（Ｖｆ）で３６％～６０％である。
【００４６】
　本発明にて他の実施態様によれば、前記強化繊維は、ガラス繊維、炭素繊維、アラミド
繊維、ＰＢＯ（ポリフェニレンベンズビスオキサゾール）繊維、ポリエステル繊維のいず
れかである。
【００４７】
　本発明にて他の実施態様によれば、前記マトリックス樹脂は、エポキシ樹脂、ビニール
エステル樹脂、ＭＭＡ樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、又はフェノール樹脂のいずれかで
ある。
【００４８】
　本発明にて他の実施態様によれば、前記高密度織物は、インチ長さ間の縦糸、緯糸の合
計本数が２１０本以上投入された平織物である。
【００４９】

　本発明にて他の実施態様によれば、前記高密度織物は、ポリエステル繊維、ナイロン繊
維、又はビニロン繊維の連続フィラメント糸の単独織物、若しくは、混合織物のいずれか
である。
【発明の効果】
【００５２】
　本発明によれば、一定厚で、略一定幅とされる扁平形状の繊維強化プラスチック線材を
、効率良く、一度に多量製造でき、しかも、歩留まり向上、離型剤不要、製作後の製品の
目粗し不要等で、大幅なコスト削減と品質改善を達成できる。
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【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明に係る扁平形状繊維強化プラスチック線材の製造方法の一実施例を説明す
るための製造装置の概略構成図である。
【図２】本発明に係る扁平形状繊維強化プラスチック線材の製造方法の一実施例を説明す
るための製造装置の概略構成図であり、図２（ａ）は平面図であり、図２（ｂ）は正面図
である。
【図３】本発明に係る扁平形状繊維強化プラスチック線材製造装置における加熱板装置の
一実施例を示す概略構成図である。
【図４】本発明に係る扁平形状繊維強化プラスチック線材の製造方法の一実施例を説明す
るための製造装置における巻き出しボビンの作動を説明する概略構成図である。
【図５】本発明の繊維強化シートを構成する扁平形状繊維強化プラスチック線材の断面図
である。
【図６】本発明の繊維強化シートの一実施例を示す斜視図である。
【図７】本発明に係る扁平形状繊維強化プラスチック線材の製造方法の他の実施例を説明
するための製造装置の概略構成図である。
【図８】本発明に係る扁平形状繊維強化プラスチック線材の製造方法の他の実施例を説明
するための製造装置における巻き取りボビンの作動を説明する概略構成図である。
【図９】従来のプルトルージョン法を説明するための線材製造装置の概略構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００５４】
　以下、本発明に係る扁平形状繊維強化プラスチック線材の製造方法と、その製造方法に
て製造された繊維強化プラスチック線材、及びその線材を用いて製作された繊維強化シー
トについて、図面に即して詳しく説明する。
【００５５】
　実施例１
　図１～図４に、本発明に係る扁平形状繊維強化プラスチック線材を製造するための製造
装置１００（１００Ａ、１００Ｂ）の一実施例を示す。また、図５に、本発明に従って作
製された扁平形状の繊維強化プラスチック線材２の断面構造を示し、図６に、斯かる扁平
形状繊維強化プラスチック線材２を使用したスダレ状繊維強化シート１の一実施例を示す
。
【００５６】
　本実施例にて、製造装置１００（１００Ａ、１００Ｂ）は、繊維送給、樹脂含浸、巻取
セクション１００Ａ（図１）と、繊維緊張、扁平成形、加熱硬化セクション１００Ｂ（１
００Ｂ１、１００Ｂ２）（図２）とにて構成される。
【００５７】
　図１は、製造装置１００の繊維送給、樹脂含浸、巻取セクション１００Ａを示しており
、図面上、左側から右側に複数本の強化繊維ｆから成る強化繊維ストランド（強化繊維束
）ｆ１が移動し、その間に撚り加工と樹脂含浸を行う。
【００５８】
　図２（ａ）、（ｂ）は、製造装置１００の繊維緊張、扁平成形、加熱硬化セクション１
００Ｂ（成形１次硬化セクション１００Ｂ１、２次硬化セクション１００Ｂ２）を示して
おり、図面上、左側から右側に撚り加工と樹脂含浸工程を施された強化繊維ｆ２が移動し
、所定の緊張下に扁平形状成形と樹脂硬化を行う。
【００５９】
　更に説明すると、図１に示す繊維送給、樹脂含浸、巻取セクション１００Ａでは、複数
（通常、３～１８個）の、本実施例では図面を簡単とするために２つの繊維供給用の巻き
出しボビン（筒状の糸巻き）１１（１１ａ、１１ｂ）が用意され、各ボビン１１には、樹
脂未含浸の強化繊維ｆを所定本数収束した強化繊維ストランド（強化繊維束）ｆ１が巻回
されている。
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【００６０】
　各ボビン１１に巻回された強化繊維束ｆ１は、樹脂含浸槽１７が配置された樹脂含浸工
程へと連続的に送給される。同時に、強化繊維束ｆ１には撚りが入れられる（強化繊維束
供給、撚り加工工程）。
【００６１】
　つまり、樹脂含浸工程へと送給された強化繊維束ｆ１は、樹脂含浸槽１７にて樹脂含浸
され、樹脂含浸された強化繊維束ｆ２は、撚りを入れながら巻き取り用ボビン２２（２２
ａ、２２ｂ）に巻き取られる（樹脂含浸、撚り加工工程）。
【００６２】
　図２（ａ）、（ｂ）に示す繊維緊張、加熱硬化セクション１００Ｂでは、樹脂含浸され
、且つ、撚りが入れられた強化繊維束ｆ２は、複数（通常、５０～３００個）の、本実施
例では図面を分かり易くするために図１に対応して２つとされるボビン２２（２２ａ、２
２ｂ）から巻き出され、成形１次硬化セクション１００Ｂ１の１次加熱硬化用加熱板装置
２７ａへと導入され、加熱硬化（１次硬化）される。この時、樹脂含浸強化繊維束ｆ２に
は、所定の緊張力が加えられた状態にて扁平形状成形と１次加熱硬化がなされる（強化繊
維束緊張、扁平成形、１次加熱硬化工程）。扁平形状とされ且つ１次硬化された強化繊維
束ｆ３は、引き続いて２次硬化セクション１００Ｂ２の２次加熱硬化炉２７ｂへと導かれ
、更に加熱硬化（２次硬化）される（２次加熱硬化工程）。加熱硬化（２次硬化）された
強化繊維束、即ち、強化繊維プラスチック線材２は、巻き取り用のボビン３０（３０ａ、
３０ｂ）に巻き取られる。
【００６３】
　次に、上記各工程を、更に詳しく説明する。
【００６４】
　（強化繊維束供給、撚り加工工程）
　本実施例では、図４をも参照するとより良く理解されるように、繊維送給、樹脂含浸、
巻取セクション１００Ａでは、ボビン１１（１１ａ、１１ｂ）は、巻き出し装置５１に設
けられた回転軸１２（１２ａ、１２ｂ）に取り付けられ、さらに、この回転軸１２は、巻
き出し装置の回転主軸１３（１３ａ、１３ｂ）に回転自在に取り付けられている。
【００６５】
　各ボビン１１（１１ａ、１１ｂ）は、駆動モータＭ及び歯車伝達機構Ｇにより、各ボビ
ン１１（１１ａ、１１ｂ）の回転軸１２（１２ａ、１２ｂ）の回りに回転して、ボビン１
１（１１ａ、１１ｂ）に巻回された強化繊維束ｆ１を巻き出す。同時に、各ボビン１１（
１１ａ、１１ｂ）は、それぞれ、上述のように、回転軸１２（１２ａ、１２ｂ）の回りに
回転しながら、回転軸１２（１２ａ、１２ｂ）と共に回転主軸１３（１３ａ、１３ｂ）の
回りに回転される。
【００６６】
　つまり、ボビン１１は、回転軸１２の回りに回転し、同時に回転主軸１３の回りにも回
転して、強化繊維束ｆ１を巻き出す。
【００６７】
　ボビン１１から巻き出された強化繊維束ｆ１は、ガイド１４に形成したガイド穴１５（
１５ａ、１５ｂ）により案内され、入口ガイドロール１６により樹脂含浸槽１７内へと導
入される。
【００６８】
　上記構成により、樹脂含浸槽１７を設けた含浸工程へと供給される強化繊維束ｆ１には
撚りが入ったものが供給される。
【００６９】
　ボビン１１の回転主軸１３の回りの回転数と、強化繊維束ｆ１の巻き出しスピードとを
調節することにより、１ｍ当たりに入れる撚り回数を制御することができる。
【００７０】
　本実施例によると、詳しくは後述するように、厚み（ｔ）０．２ｍｍ～５．０ｍｍ、幅
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（ｗ）１．０ｍｍ～１０．０ｍｍとされる扁平形状とされる前の繊維強化プラスチック線
材の線径は、直径０．５ｍｍ～８．０ｍｍであることが好ましい。従って、含浸工程へと
供給される強化繊維束ｆ１は、例えば、強化繊維として炭素繊維を使用する場合には、線
径６～１０μｍの炭素繊維（フィラメント）ｆを３０００～３２００００本を収束した炭
素繊維ストランド（炭素繊維束）ｆ１を使用することとなる。
【００７１】
　また、強化繊維束ｆ１の撚り回数は、５回／ｍ～２０回／ｍであることが好ましい。詳
しくは後述する。
【００７２】
　（樹脂含浸工程）
　樹脂含浸槽１７には、マトリックス樹脂Ｒが収容されており、含浸槽１７の入口部には
、上述のように、強化繊維束ｆ１を案内する入口ガイドローラ１６が配置されている。ま
た、含浸槽１７内には、含浸ローラ１８が配置されており、含浸槽１７の出口部には出口
ガイドローラ対１９が配置されている。
【００７３】
　入口ガイドローラ１６は、強化繊維束ｆ１に樹脂を含浸させる工程において、含浸槽１
７に供給される強化繊維束ｆ１を構成する複数の繊維ｆを、含浸前に揃える役目である。
【００７４】
　含浸ローラ１８は、強化繊維束ｆ１を強制的に樹脂Ｒに浸ける役目で、含浸槽１７に溜
められた樹脂Ｒの中に、少なくとも下半分以上は浸かった状態で使用される。
【００７５】
　出口ガイドローラ対１９（１９ａ、１９ｂ）は、樹脂が含浸された強化繊維束ｆ２をし
ごく役目で、ここで樹脂付着量が制御される。
【００７６】
　つまり、上下のローラ１９ａ、１９ｂの押し付け圧力を制御することにより、強化繊維
束ｆ２に含浸される樹脂量が制御される。
【００７７】
　本実施例では、強化繊維ｆに対するマトリックス樹脂の含浸量は、体積比率（Ｖｆ）で
３６％～６０％であることが好ましい。詳しくは後述する。
【００７８】
　樹脂含浸された強化繊維束ｆ２は、ガイド２０に形成したガイド穴２１（２１ａ、２１
ｂ）により案内され、巻き取り装置５２における巻き取りボビン２２（２２ａ、２２ｂ）
により巻き取られる。
【００７９】
　各巻き取りボビン２２は、それぞれ、回転軸２３（２３ａ、２３ｂ）の回りに回転駆動
されている。
【００８０】
　樹脂含浸された強化繊維束ｆ２を巻きつけたボビン２２は、取り外され、図２に示す緊
張、扁平成形、加熱硬化セクション１００Ｂにおける成形、加熱硬化工程へと供給される
。
【００８１】
　（緊張、扁平成形、加熱硬化工程）
　図２（ａ）、（ｂ）を参照すると、緊張、扁平成形、加熱硬化セクション（以下の説明
では、単に「成形硬化セクション」と記載することもある。）１００Ｂでは、上記巻き取
り装置５２にて樹脂含浸強化繊維束ｆ２を巻き取ったボビン２２（２２ａ、２２ｂ）が、
巻き出し装置５３の回転軸２４（２４ａ、２４ｂ）に設置される。即ち、巻き取りボビン
２２は、緊張、扁平成形、硬化工程における巻き出しボビンとして機能する。
【００８２】
　巻き出しボビン２２に巻かれた樹脂含浸した、撚り加工済みの未硬化強化繊維束ｆ２は
、ボビン２２を回転軸２４（２４ａ、２４ｂ）の回りに回転させることにより巻き出され
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る。強化繊維束ｆ２は、ガイド２５を通って成形硬化セクション１００Ｂを通され、巻き
取り装置５４の巻き取りボビン３０（３０ａ、３０ｂ）に巻き取られる。
【００８３】
　成形硬化セクション１００Ｂは、樹脂含浸、撚り加工済みの未硬化強化繊維束ｆ２を扁
平形状に成形すると同時に１次硬化（半硬化）するための加熱板装置２７ａを備えた成形
１次硬化セクション１００Ｂ１と、扁平形状に成形され且つ半硬化された強化繊維束ｆ３
を２次硬化するための硬化炉２７ｂを備えた２次加熱硬化セクション１００Ｂ２とにて構
成される。
【００８４】
　更に説明すると、この巻き出し装置５３には、電磁ブレーキ等の機能が付与されており
、ボビン２２から巻き出される未硬化樹脂含浸強化繊維束ｆ２に適切な緊張力を与えるこ
とができる。
【００８５】
　つまり、巻き出し装置５３と加熱板装置２７ａとの間で、撚りが入れられた、且つ、未
硬化樹脂含浸の強化繊維束ｆ２に適切な緊張力を与えることにより、束となっている強化
繊維ｆを一様に緊張し、強化繊維束ｆ２の横断面形状を円形断面、即ち、丸形状とするこ
とができる。
【００８６】
　尚、本願明細書、特許請求の範囲にて、「円形」とは、断面における縦方向、横方向に
おける直径比が１．０～１．５の範囲内とされる「略円形」をも含めて意味するものとす
る。
【００８７】
　このように、本実施例によれば、巻き出しボビン２２に電磁ブレーキをかけつつ、未硬
化強化繊維束ｆ２を巻き出し、加熱板装置２７ａ及び硬化炉２７ｂを通して、巻き取りボ
ビン３０との間で、適切な緊張力をかけながら、加熱板装置２７ａにて扁平形状へと成形
し、且つ１次硬化（半硬化）させ、次いで、加熱硬化炉２７ｂにて樹脂を完全に硬化させ
る。
【００８８】
　本実施例にて、緊張力としては、樹脂含浸された強化繊維束ｆ２に５００ｇ／本～３０
００ｇ／本の強さを付与するのが好ましい。
【００８９】
　巻き出しボビン２２から巻き出される撚り加工済みの、且つ、未硬化の樹脂含浸強化繊
維ｆ２は、ガイド２５に形成したガイド穴２６（２６ａ、２６ｂ）により案内され、加熱
板装置２７ａ、加熱硬化炉２７ｂへと連続的に供給される。
【００９０】
　各巻き出しボビン２２は、それぞれ、回転軸２４（２４ａ、２４ｂ）の回りに回転駆動
される。
【００９１】
　本実施例にて、加熱板装置２７ａは、図３に示す構造とされる。
【００９２】
　つまり、加熱板装置２７ａは、本実施例では、上下方向に対称配置され、且つ、互いに
平行にしかも本実施例では水平に配置された２枚の第１及び第２加熱板２７ａ１、２７ａ
２とを備えている。各加熱板２７ａ１、２７ａ２は、それぞれ、互いに対向する内側面を
構成する、通常、例えば、鋼、ステンレススチールなどの金属製とされる成形用平板２７
ａ３、２７ａ４と、成形用平板２７ａ３、２７ａ４の外側に一体に設けられたパネルヒー
タ（熱源）２７ａ５、２７ａ６を備えている。
【００９３】
　各加熱板２７ａ１、２７ａ２は、互いに対向する内側面間に挿入される丸形状線材を厚
み（ｔ）、幅（ｗ）の扁平形状の線材へと成形するために、少なくとも幅方向（加熱板装
置２７ａ内へと挿入される線材の移動方向に対して直交する方向）両側に厚み調整用シム
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板２７ａ７が配置され、所定の距離（ｔ１、ここで、ｔ１＞ｔ）だけ離間されている。
【００９４】
　図示するように、各加熱板２７ａ１、２７ａ２は、厚み調整用シム板２７ａ７を挟持し
て上下加熱板締付金具２７０にて一体とされる。即ち、上下加熱板締付金具２７０は、第
１加熱板２７ａ１の外側（図３にて上側）に位置した水平金具２７１と、第２加熱板２７
ａ２の外側（図３にて下側）に位置した水平金具２７２とを備えている。水平金具２７１
、２７２は、幅方向において、第１、第２加熱板２７ａ１、２７ａ２の幅（Ｗ２７ａ）よ
り大とされ、両側へと突出している。水平金具２７１、２７２は、この突出した部分を利
用して、ボルト２７３が貫通して配置され、ナット２７４にて締め付けることにより、各
加熱板２７ａ１、２７ａ２及び厚み調整用シム板２７ａ７を挟持して一体に保持する。図
３では、上下加熱板締付金具２７０は、加熱板装置２７ａの長さＬ２７ａに沿って一つだ
け図示されているが、加熱板装置２７ａの長さＬ２７ａに応じて適当数、例えば、２～４
個程度配置される。
【００９５】
　上述のように、本発明によれば、型が平板であることから上下間の隙間を調整すること
により一型で種々の厚みの形状を作り出すことができる。
【００９６】
　また、丸形状線材を扁平形状線材に成形する型が、平板形状であることから、型が薄く
でき、狭い範囲で、２段、３段に上下に設置でき、一度に成形できる線材本数を増やすこ
とができ効率的である。実際上、同時成形できる線材の本数は、従来の３０本以上は可能
であり、１００～３００本程度は何ら問題ない。
【００９７】
　また、単に平板形状型内に樹脂を含浸した丸形状繊維束を引き込むだけでよいこと、及
び、その上下に離型用の薄い布で保護され、金属の型と樹脂含浸の繊維束とが直接触れな
いことから、樹脂含浸の繊維束へのダメージが少なく、製造中の糸切れの頻度が殆どなく
、大幅に成形歩留まりを上げることができることが分かった。
【００９８】
　一方、加熱硬化炉２７ｂは、入口と出口以外、基本的には閉構造となっており、内部に
ヒーター機能、若しくは、熱風循環機能等を持ち、加熱板装置２７ａから送給される半硬
化強化繊維ｆ３を加熱できるようになっている。
【００９９】
　ここで、本発明によれば、図２（ｂ）、図３をも参照すると理解されるように、加熱板
装置２７ａは、上下方向に対称配置された第１及び第２加熱板２７ａ１、２７ａ２の内側
を、加熱板装置２７ａ内へと挿入される線材の移動方向（即ち、加熱板装置２７ａの長さ
Ｌ２７ａの方向）に沿って上面ピールプライ６３及び下面ピールプライ６４が配置される
。同様に、２次硬化炉２７ｂにおいても、硬化炉２７ｂ内へと挿入される線材の移動方向
（即ち、硬化炉２７ｂの長さＬ２７ｂの方向）に沿って上面ピールプライ６３及び下面ピ
ールプライ６４が配置される。
【０１００】
　本実施例では、上面ピールプライ６３及び下面ピールプライ６４は、図２（ａ）、（ｂ
）に示すように、加熱板装置２７ａの入口側から２次硬化炉２７ｂの出口側へと貫通して
配置されている。つまり、上面ピールプライ６３及び下面ピールプライ６４は、それぞれ
、加熱板装置２７ａの入口側に配置された巻き出しリール６１ａ、６２ａから巻き出され
、２次硬化炉２７ｂの出口側に配置された巻取りリール６１ｂ、６２ｂに巻き取られる。
【０１０１】
　上面ピールプライ６３及び下面ピールプライ６４は、成形硬化セクション１００Ｂ、即
ち、成形１次硬化セクション１００Ｂ１（即ち、加熱板装置２７ａ内）及び２次硬化セク
ション１００Ｂ２（即ち、２次硬化炉２７ｂ内）において、成形硬化セクション１００Ｂ
を移動する線材を上下にて挟持する態様で配置されている。
【０１０２】
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　従って、巻き出し装置５３から巻き出された撚り加工済みの未硬化樹脂含浸強化繊維ｆ
２は、上面ピールプライ６３及び下面ピールプライ６４にて上下方向から挟持された態様
にて成形１次硬化セクション１００Ｂ１（即ち、加熱板装置２７ａ内）を移動され、丸形
状から扁平形状への成形及び半硬化の加熱硬化が行われる。引き続いて、２次硬化セクシ
ョン１００Ｂ２（即ち、２次硬化炉２７ｂ内）へと導入され更なる加熱硬化が行われる。
【０１０３】
　通常、成形硬化セクション１００Ｂを移動する強化繊維束の移動速度は０．３～２．０
ｍ／分とされ、また、加熱板装置２７ａ内の温度は、１２０～１４０℃、２次硬化炉２７
ｂ内の温度は、１３０～１５０℃とされる。
【０１０４】
　成形硬化セクション１００Ｂを移動する強化繊維束の移動速度、並びに、加熱板装置２
７ａ内の温度及び２次硬化炉２７ｂ内の温度は、含浸されている樹脂の種類によって決め
られる。
【０１０５】
　加熱板装置２７ａ、硬化炉２７ｂの長さ（Ｌ２７ａ、Ｌ２７b）を長くすることにより
、繊維強化プラスチック線材の製造スピードが上げられ、後で述べる金型を用いた方式よ
り高生産性を達成することができる。
【０１０６】
　上記上面ピールプライ６３及び下面ピールプライ６４は、強化繊維束に含浸された樹脂
との離型性を持った高密度織物とされる。
【０１０７】
　本発明において、「高密度織物」とは、加熱板装置内に強化繊維束を引き込み、通過さ
せる際、強化繊維束を傷つけないように、金型との間の緩衝材として働き、強化繊維束を
守る役目と、２次硬化炉内で一方向に撚りを入れられた扁平形状の製品が捻じれないよう
に拘束し、出側の巻き取り装置に捻じれのない扁平ストランドを供給する役目、及び高密
度織物を剥いだ後、扁平ストランドの表面に、微小な凹凸を発生させ、構造物に貼り付け
て補強する時、若しくは、樹脂の中に入れて補強材として使用する時、樹脂との付着性を
大きく向上させる役目を持っている。
【０１０８】
　そのためには、樹脂との離型性をある程度持っていることは、勿論であるが、織物の折
り目の間で入り込まないように、緻密な織り構造であることが必要である。そのためには
、インチ長さ間の縦糸、緯糸の合計本数が２１０本以上投入された、高密度の織物が必須
となる。例えば、縦糸×緯糸（５０Ｄ×７５Ｄ、７５Ｄ×７５Ｄ、８４Ｄ×８４Ｄなど）
をインチ長さ間で投入本数が合計２１０本以上となるように配置された高密度織物である
。
【０１０９】
　このような役目を果たすものとして、離型フィルムも考えられるが、離型フィルムは剥
がれやすくするために、離型剤が必要となったり、フィルムを剥いだ後、表面が円滑で樹
脂との付着性が十分でないという問題があり、あまり推薦できない。
【０１１０】
　本実施例にて、高密度織物は、ポリエステル繊維、ナイロン繊維、ビニロン繊維、など
の連続フィラメント糸の単独織物、若しくは、混合織物のいずれかとされる。
【０１１１】
　上述のように、高密度織物は、インチ長さ間の縦糸、緯糸が合計２１０本以上、通常４
００本以下、配置された織物であり、平織物であるのが好ましい。また、インチ長さ間の
縦糸、緯糸の合計が２１０本未満であると、剥がれ難いといった問題がある。また、４０
０本を越えると高価となるといった問題がある。また、本実施例にて、織物の厚みｔ２は
、０．１～０．３ｍｍとされ、通常０．１５～０．２ｍｍの厚みが好適である。
【０１１２】
　上記説明した本発明に従った製造方法によれば、次のような利点がある。
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【０１１３】
　先ず、扁平形状の繊維強化プラスチック線材を丸形状線材と同様に引き抜き成形で作る
場合は、金型上の制約があり、穴数の限界で製造本数の制約がある。また、マトリックス
樹脂のくっ付き防止のため、離型剤の使用が必須となり、成形後の製品と後で接着させる
樹脂やコンクリートとの接着がうまく行かないという問題が発生していた。
【０１１４】
　つまり、品質面において、本発明の方法は、従来の引き抜き成形における金型方式と違
って離型剤を使用しないため、出来上がった繊維強化プラスチック線材と接着剤との接着
力が良く、繊維強化プラスチック線材の表面の目粗し等の処理が不要になり、線材表面に
疵を付ける危険も無く、品質面、コスト面で優れている。
【０１１５】
　また、本発明者らの研究実験の結果によると、扁平形状の線材は、樹脂含浸した複数本
の繊維（繊維束）に撚りを入れ、一定張力で引っ張り、丸形状にした後、平板形状の型（
金型）で一定厚みに成形しないと、均一に近い幅で製作できないことが分かった。つまり
、扁平にする前の形状がランダムな形状では、一定板厚（ｔ）で、均一に近い幅（ｗ）で
の成形はできない。
【０１１６】
　更に、本発明者らは、丸形状を扁平形状とするために平板形状の型（金型）を使用し、
平板形状型と扁平な製品との離型は、離型剤を使用するのではなく、接着剤と接着しない
薄い布（ポリエステル系の織物とされるピールプライ）を、成形する上下面に連続して挿
入し、硬化後、剥ぎ取ることで対応し得ることが分かった。この方法は、引き抜き成形で
は、形状を持った金型のため皺が発生し、採用が困難であった。
【０１１７】
　また、丸形状を扁平形状に成型する型が、平板形状であることから、型が薄くでき、狭
い範囲で、２段、３段に上下に設置することもでき、一度に成形できる本数を増やすこと
が可能であり、効率的である。上述のように、最大３００本程度までは可能である。
【０１１８】
　一方、型が平板であることから上下間の隙間を調整することにより１つの型で種々の厚
みの形状のものを作り出すことができる。
【０１１９】
　つまり、本実施例の方式では、加熱板装置２７ａ及び硬化炉２７ｂの内断面積の全体を
使用して樹脂含浸強化繊維を配置し、通すことができ、限られた容積内で、一度に製造で
きる本数が、従来の引き抜き成形のような金型方式に比較し格段に多く、非常に効率のよ
い製造方法となっている。
【０１２０】
　また、本実施例の方式では、丸形状線材を成形するには、強化繊維にある一定以上の撚
りをいれた樹脂含浸した強化繊維に、適切な緊張力を付与することにより達成することが
できる。また、本実施例の方式では、樹脂含浸の丸形状繊維束を単に平板形状型内に引き
込むだけでよいこと、及び、その上下に離型用の薄い布（高密度織物）で保護され、金属
の型と樹脂含浸の繊維束とが直接触れないことから、樹脂含浸の繊維束へのダメージが少
なく、製造中の糸切れの頻度が殆どなく、大幅に成形歩留まりを上げ得ることが分かった
。
【０１２１】
　（繊維強化プラスチック線材）
　次に、図５を用いて、本製造法で製造された繊維強化プラスチック線材２について説明
する。
【０１２２】
　図５に、本実施例の製造法で製造された繊維強化プラスチック線材２の断面を示す。繊
維強化プラスチック線材２は、横断面形状が扁平形状、即ち、矩形状とされ、複数本の強
化繊維ｆにマトリックス樹脂Ｒが含浸されている。
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【０１２３】
　本実施例の製造法で製造される繊維強化プラスチック線材２には、撚りが１ｍ当り５回
から２０回の範囲のいずれかで入れられている。５回／ｍ未満であると樹脂硬化前にテン
ションをいれても安定した円形状（丸形状）を確保するのが難しく、撚りが２０回／ｍを
越えると扁平の形状の成形が難しくなり、２０回／ｍを越えることは好ましくない。特に
、撚りは、１０回／ｍから１５回／ｍの範囲が最適である。
【０１２４】
　又、この繊維強化プラスチック線材２を構成する強化繊維ｆとマトリックス樹脂Ｒとの
比率は、マトリックス樹脂の体積比率（Ｖｆ）で、３６％から６０％の範囲が使用可能で
ある。３６％未満であると樹脂が不足し、製造後の繊維強化プラスチック線材２の強度等
の物性が低下する。一方、６０％を越えると過剰となり、樹脂硬化時に樹脂ダレが発生し
丸形状を確保するのが難しくなる。特に、マトリックス樹脂の体積比率は、４０％から５
０％の範囲が最適である。
【０１２５】
　さらに、マトリックッス樹脂を硬化させる際にいれるテンション（緊張）力に関しては
繊維束（ストランド）ｆ１に対し５００ｇ／本から３０００ｇ／本が妥当である。５００
ｇ／本未満だと、丸形状を確保するのが難しくなり、３０００ｇ／本を越えると製造途中
で強化繊維ｆが破断するというトラブルが発生し、安定した製造ができなくなるという問
題がでてくる。テンション力は、特に、１０００ｇ／本から２０００ｇ／本の範囲が最適
である。
【０１２６】
　本実施例の製造法で製造される扁平形状繊維強化プラスチック線材２は、厚み（ｔ）０
．２ｍｍ～５．０ｍｍ、幅（ｗ）１．０ｍｍ～１０．０ｍｍ、が妥当である。厚み（ｔ）
が０．２ｍｍ未満であると、製造時に強化繊維ｆの破断が頻発する。一方、厚み（ｔ）が
５．０ｍｍを超えると、樹脂含浸強化繊維ｆ２を巻き取る際に、繊維ｆの腰折れが発生し
、硬化後の繊維強化プラスチック線材２の強度等の物性低下が著しくなる。繊維強化プラ
スチック線材２は、特に、厚み（ｔ）０．４ｍｍ～１．５ｍｍ、幅（ｗ）１．２ｍｍ～４
．５ｍｍ、が好適である。
【０１２７】
　一方、本実施例の製造法においては、ガラス繊維、炭素繊維、アラミド繊維、ＰＢＯ（
ポリフェニレンベンズビスオキサゾール）繊維、ポリエステル繊維が使用可能であるが、
中でも炭素繊維が好適に使用される。電気絶縁を要するマーケット、金属との電気腐食の
あるマーケット等の特殊用途向けに他の繊維が使用される。
【０１２８】
　又、本実施例の製造法においては、エポキシ樹脂、ビニールエステル樹脂、ＭＭＡ樹脂
、不飽和ポリエステル樹脂、フェノール樹脂が使用可能であるが、中でもエポキシ樹脂が
好適に使用される。高温で使用されるマーケット、特殊耐食性の要求されるマーケット等
の特殊用途向けに他の樹脂が用いられる。
【０１２９】
　（実験例）
　次に、本実施例の扁平形状繊維強化プラッスチック線材２の製造法について更に具体的
に実験例について説明する。
【０１３０】
　実験例１
　本実験例では、図１～図４の装置を用いて、基本製品として、下記の態様にて扁平形状
繊維強化プラスチック線材２を製造した。
【０１３１】
　強化繊維ｆは、平均径７μｍ、収束本数１５０００本のＰＡＮ系炭素繊維ストランド（
炭素繊維束ｆ１）（三菱レイヨン株式会社製「ＴＲ５０」（商品名））を用い、マトリッ
クス樹脂Ｒとして、１２０℃硬化のエポキシ樹脂（三井化学株式会社製「エポミックＲ１
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４０Ｐ」（商品名））を使用した。
【０１３２】
　本実験例にて、撚り回数は１０回／ｍとし、樹脂含浸量として、樹脂体積比率（Ｖｆ）
４５％で樹脂未硬化の樹脂含浸ストランド（炭素繊維束ｆ２）を製造した。加熱板装置２
７ａの両加熱板間隔（ｔ１）は０．８ｍｍとし、ストランド走行方向長さ（Ｌ２７ａ）は
、１．５ｍ、幅（Ｗ２７ａ）は、３００ｍｍ、とした。加熱板２７ａ１、２７ａ２の温度
は、１２０℃とした。
【０１３３】
　２次加熱炉２７ｂは、幅（Ｗ２７ｂ）４００ｍｍ、長さ（Ｌ２７ｂ）１０ｍ、硬化炉内
温度１４０℃であった。
【０１３４】
　樹脂含浸ストランドｆ２は、テンション力２０００ｇ／本が付加され、上面、下面ピー
ルプライ６３、６４の間に挟持されて、加熱板装置２７ａ及び硬化炉２７ｂ内を移動速度
５ｍｍ／ｓｅｃにて移動された。
【０１３５】
　本実験例では、上面、下面ピールプライ６３、６４としては、エアーテック社製の高密
度織物である「Ｒｅｌｅａｓｅ　Ｐｌｙ　Ｆ」（商品名）を使用した。この高密度織物の
仕様は以下の通りであった。
【０１３６】
　高密度織物
　繊維　　　　ポリエステル繊維
　目付け　　　９５ｇ／ｍ2

　縦糸、緯糸の合計：２３０本／インチ間
　厚さ（ｔ２）　　　０．１５ｍｍ
【０１３７】
　上記構成にて、樹脂含浸ストランドｆ２は、加熱板装置２７ａにて断面が矩形状に成形
された１次硬化（半硬化）状態のストランドｆ３とされ、その後、２次硬化炉２７ｂ内に
て完全に硬化された繊維強化プラスチック線材２が得られた。繊維強化プラスチック線材
２は、２次硬化炉２７ｂの出口にて、上面、下面ピールプライ６３、６４から極めて円滑
に、何ら問題なく剥離された。
【０１３８】
　このようにして得た繊維強化プラスチック線材２は、厚さ（ｔ）０．６ｍｍ、幅（ｗ）
１．７ｍｍの扁平形状の断面を有していた。
【０１３９】
　比較材として、撚り回数３回／ｍ、５回／ｍ、２０回／ｍ、３０回／ｍを入れたものを
、他の製造条件は、上記基本製品と同様にして製造した。
【０１４０】
　これら繊維強化プラスチック線材を、それぞれ、断面形状について比較した。結果を表
１に示す。
【０１４１】
【表１】

【０１４２】
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　上記の表から分かるように、撚り回数５回／ｍ未満だと、幅変動が基準幅±２０％を超
え、ストランドシートとして使用する際、ストランド間の隙間を大きくとる必要があり、
繊維含有量を増やす目的を達成することが難しくなる。
【０１４３】
　一方、撚り回数２０回／ｍを超え始めると、製品の厚みが、金型のセット厚みから、乖
離を始め、制御が利かなくなり、目標の厚みを得ることが難しくなる。これは、２次硬化
の際、高温のため樹脂が柔らかく、撚りにより繊維がふくらみ厚みが戻ることに起因する
と思われる。
【０１４４】
　次に、撚り回数１０回／ｍを固定して、樹脂含浸量をそれぞれ、樹脂体積比率で４５％
、３６％、３０％、６０％、６５％に変更したものを、他の製造条件は、本実験例の上記
基本製品と同じで製造した。
【０１４５】
　これら繊維強化プラスチック線材を、それぞれ、断面形状について比較し、また、製品
の引張試験を実施して比較した。結果を表２に示す。
【０１４６】
【表２】

【０１４７】
　上記の表から分かるように、樹脂含浸量が３６％未満になると、樹脂不足から表面にカ
サツキが多発し、強度低下が起こり、また樹脂含浸量６０％を超えると、樹脂量が増え、
樹脂流れが大きくなり、製品幅が変動し、形状の確保が難しくなることが分かる。
【０１４８】
　なお、高密度織物に付着する樹脂量を測定した結果、ストランド１本に含まれる樹脂量
の約１０％から１５％が付着し、結果、硬化したストランドはその分樹脂含有率が低くな
ることが分かった。
【０１４９】
　次に、撚り回数１０回／ｍ、樹脂含浸量４５％で固定し、樹脂硬化時のテンション力を
２０００ｇ／本、４００ｇ／本、５００ｇ／本、３０００ｇ／本、３５００ｇ／本に変更
したものを、他の製造条件は、本実験例の上記基本製品と同じで製造した。
【０１５０】
　これら繊維強化プラスチック線材を、それぞれ、断面形状について比較し、また、製品
の引張試験を実施して比較した。結果を表３に示す。
【０１５１】



(18) JP 5698517 B2 2015.4.8

10

20

30

40

50

【表３】

【０１５２】
　上記の表から分かるように、テンション力が５００ｇ／本未満になると、幅変動が基準
幅の±２０％を超えた状態となり、一定厚み内で繊維含有率を上げる目的から外れ、扁平
ストランドとしての役目を果たさなくなる。テンション力３０００ｇ／本を超えると、製
造時に炭素繊維の破断が発生し、製造が難しくなると同時に、製品の強度低下が著しくな
ることが分かる。
【０１５３】
　実施例２
　次に、図７及び図８を参照して、本発明に係る繊維強化プラスチック線材の他の製造方
法及び製造装置について説明する。
【０１５４】
　本実施例の製造装置は、実施例１の製造装置１００と同様の構成とされ、繊維送給、樹
脂含浸、巻取セクション１００Ａと、繊維緊張、扁平成形、加熱硬化セクション１００Ｂ
とを有している。
【０１５５】
　ただ、本実施例にて、繊維送給、樹脂含浸、巻取セクション１００Ａは、図７及び図８
に示すように、繊維に対する撚り加工を樹脂含浸後において実施している点でのみ、実施
例１の製造装置１００と異なっている。従って、実施例１と同じ構成及び同じ機能をなす
部材には、同じ参照番号を付し、詳しい説明は省略する。
【０１５６】
　また、本実施例における製造装置１００の繊維緊張、扁平成形、加熱硬化セクション１
００Ｂは、実施例１の製造装置１００と同様とされるので、実施例１の説明を援用し、本
実施例での説明は省略する。
【０１５７】
　図７は、本実施例における製造装置１００の繊維送給、樹脂含浸、巻取セクション１０
０Ａを示しており、図面上、左側から右側に複数本の強化繊維ｆから成る強化繊維ストラ
ンド（強化繊維束）ｆ１が移動し、その間に樹脂含浸と撚り加工とを行う。
【０１５８】
　つまり、図７を参照すると、本実施例の繊維送給、樹脂含浸、巻取セクション１００Ａ
においては、巻き出し装置５１に、複数の強化繊維供給用の巻き出しボビン（筒状の糸巻
き）１１（１１ａ、１１ｂ）が用意され、各ボビン１１には、樹脂未含浸の強化繊維ｆを
所定本数収束した強化繊維ストランド（強化繊維束）ｆ１が巻回されている。
【０１５９】
　各ボビン１１に巻回された強化繊維束ｆ１は、ガイド１４のガイド穴１５ａ、１５ｂに
ガイドされて、樹脂含浸工程へと連続的に送給される（強化繊維束供給工程）。
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【０１６０】
　樹脂含浸工程へと送給された強化繊維束ｆ１は、樹脂含浸槽１７にて樹脂含浸される。
樹脂含浸工程の構成及びその作業内容は、実施例１と同様である。
【０１６１】
　樹脂含浸された強化繊維束ｆ２は、巻き取り装置５２における巻き取り用ボビン２２（
２２ａ、２２ｂ）に巻き取られる。
【０１６２】
　この時、巻き取りボビン２２（２２ａ、２２ｂ）は、図８をも参照するとより良く理解
されるように、巻き取り装置５２に設けられた回転軸２３（２３ａ、２３ｂ）に取り付け
られ、さらに、この回転軸２３は、巻き取り装置５２の回転主軸３２（３２ａ、３２ｂ）
に回転自在に取り付けられている。
【０１６３】
　各ボビン２２は、駆動モータＭ及び歯車伝達機構Ｇにより、各ボビン２２の回転軸２３
の回りに回転して、樹脂含浸された強化繊維束ｆ２を巻き取る。同時に、各ボビン２２（
２２ａ、２２ｂ）は、それぞれ、上述のように、回転軸２３（２３ａ、２３ｂ）の回りに
回転しながら、回転軸２３（２３ａ、２３ｂ）と共に回転主軸３２（３２ａ、３２ｂ）の
回りに回転される。
【０１６４】
　つまり、ボビン２２は、回転軸２３の回りに回転し、同時に回転主軸３２の回りにも回
転して、強化繊維束ｆ２を巻き取る。
【０１６５】
　従って、樹脂含浸槽１７から、出口ガイドローラ対１９（１９ａ、１９ｂ）及びガイド
２０に形成したガイド穴２１（２１ａ、２１ｂ）により案内され、ボビン２２により巻き
取られた強化繊維束ｆ２には、撚り加工が施される。
【０１６６】
　ボビン２２の回転主軸３２の回りの回転数と、強化繊維束ｆ２の巻き取りスピードとを
調節することにより、１ｍ当たりに入れる撚り回数を制御することができる。
【０１６７】
　本実施例によると、実施例１と同様に、丸形状の繊維強化プラスチック線材の線径は、
直径０．５ｍｍ～８．０ｍｍであることが好ましい。従って、含浸工程へと供給される強
化繊維束ｆ１は、例えば、強化繊維として炭素繊維を使用する場合には、線径６～１０μ
ｍの炭素繊維（フィラメント）ｆを３０００～３２００００本を収束した炭素繊維ストラ
ンド（炭素繊維束）ｆ１を使用することとなる。
【０１６８】
　また、強化繊維束ｆ１の撚り回数は、５回／ｍ～２０回／ｍであることが好ましい。
【０１６９】
　樹脂含浸された強化繊維束ｆ２を巻きつけたボビン２２は、取り外され、次工程の加熱
、硬化工程に供給される。
【０１７０】
　本実施例においても、実施例１と同様の構成とされる、図２（ａ）、（ｂ）、図３に示
す繊維緊張、扁平成形、加熱硬化セクション１００Ｂが使用される。
【０１７１】
　つまり、図２を参照すると、上記樹脂含浸工程にて樹脂含浸強化繊維束ｆ２を巻き取っ
たボビン２２（２２ａ、２２ｂ）が、巻き出し装置５３の回転軸２４（２４ａ、２４ｂ）
に設置される。即ち、巻き取りボビン２２は、緊張、扁平成形、加熱硬化工程における巻
き出しボビンとして機能する。
【０１７２】
　巻き出しボビン２２に巻かれた樹脂含浸した未硬化強化繊維束ｆ２は、ボビン２２を回
転軸２４（２４ａ、２４ｂ）の回りに回転させることにより巻き出される。強化繊維束ｆ
２は、加熱板装置２７ａ、加熱硬化炉２７ｂを通され、巻き取りボビン３０（３０ａ、３
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【０１７３】
　本実施例においても、実施例１と同様にして、樹脂含浸され、撚り加工が施された強化
繊維束ｆ２は、ボビン２２から巻き出され、加熱板装置２７ａにて扁平形状に成形され、
１次硬化される。次いで、加熱硬化炉２７ｂへと導入され、加熱硬化（２次硬化）される
（強化繊維束緊張、扁平成形、加熱硬化工程）。加熱硬化（２次硬化）された強化繊維束
、即ち、強化繊維プラスチック線材２は、巻き取り用ボビン３０に巻き取られる。
【０１７４】
　実施例１の製造方法と、本実施例の製造方法とを比較すると、両実施例の製造方法の違
いは、実施例１の製造方法によると、繊維送給、樹脂含浸、巻取セクション１００Ａと、
繊維緊張、加熱硬化セクション１００Ｂとを接続して製造工程を連続化することが可能で
ある。これに対して、本実施例の製造方法によると、製造工程の連続化が難しい。
【０１７５】
　一方、実施例１の製造方法では、厚み（ｔ）１．０ｍｍ、幅（ｗ）３．３ｍｍを超える
ような大きい扁平（矩形断面）形状の繊維強化プラスチック線材を製造する際、撚りを入
れた後樹脂含浸すると、強化繊維束ｆ１の内部まで充分に樹脂が含浸するのが難しくなる
という問題がある。
【０１７６】
　従って、実施例１、２の製造方法は、製造する品種により使い分けるのが妥当である。
【０１７７】
　（実験例）
　次に、本実施例の繊維強化プラッスチック線材２の製造法について更に具体的に実験例
について説明する。
【０１７８】
　実験例２
　本実験例では、図７、図８、図２及び図３の装置を用いて繊維強化プラスチック線材２
を製造した。
【０１７９】
　実施例１で説明した実験例１と同様に、強化繊維ｆは、平均径７μｍ、収束本数１５０
００本のＰＡＮ系炭素繊維ストランド（炭素繊維束ｆ１）（三菱レイヨン株式会社製「Ｔ
Ｒ５０」（商品名））を用い、マトリックス樹脂Ｒとして、１２０℃硬化のエポキシ樹脂
（三井化学株式会社製「エポミックＲ１４０Ｐ」（商品名））を使用した。
【０１８０】
　又、撚り回数は１０回／ｍ、樹脂含浸量は樹脂体積比率４５％、扁平成形、樹脂硬化時
のテンション力２０００ｇ／本、加熱板装置２７ａの温度１２０℃、硬化炉２７ｂの炉内
温度１４０℃、上下面ピールプライ６３、６４及び繊維束ｆ２、ｆ３などの移動速度５ｍ
ｍ／ｓｅｃ、で繊維強化プラスチック線材２を製造した。
【０１８１】
　尚、加熱板装置２７ａ、硬化炉２７ｂ等の製造装置１００の構成は、実験例１と同じと
した。
【０１８２】
　その結果、製品の断面形状は、実施例１の実験例１の基本となる製造方法で製造された
繊維強化プラスチック線材とほぼ同一で、製品の破断荷重も表４に示すように、ほとんど
実験例１のものと同じであった。
【０１８３】
　このことから、繊維強化プラスチック線材２を製造する方法として、実験例１、２で製
造される製品に差がないことが分かった。
【０１８４】
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【表４】

【０１８５】
　実施例３
　次に、図６を参照して、上記実施例１、２にて作製された繊維強化プラスチック線材２
を使用した繊維強化シートの一実施例について説明する。
【０１８６】
　図６に、本発明の繊維強化シート１の一実施例を示す。繊維強化シート１は、上記実施
例１、２にて作製した、連続した扁平形状繊維強化プラスチック線材２を複数本、長手方
向にスダレ状に引き揃え、各線材２を互いに固定用繊維材３にて固定される。
【０１８７】
　繊維強化プラスチック線材２は、一方向に配向された多数本の連続した強化繊維ｆにマ
トリクス樹脂Ｒが含浸され硬化された横断面が扁平形状とされる細長形状のものであり、
弾性を有している。従って、斯かる弾性の繊維強化プラスチック線材２をスダレ状に、即
ち、線材２が互いに近接離間して引き揃えられたシート形状とされる繊維強化シート１は
、その長手方向に弾性を有している。そのために、例えば、繊維強化シート１は、搬送時
には、所定半径にて巻き込んだ状態にて持ち運びが可能であり、極めて可搬性に富んでい
る。また、繊維強化シート１は、繊維強化プラスチック線材２にて構成されているために
、搬送時に、従来の未含浸強化繊維シートのように、強化繊維の配向が乱れたり、また、
緊張力導入時に、強化繊維の配向乱れに起因した糸切れを生じるといった心配は全くない
。
【０１８８】
　上述のように、本実施例で使用する繊維強化プラスチック線材２は、横断面にて厚み（
ｔ）０．２ｍｍ～５．０ｍｍ、幅（ｗ）１．０ｍｍ～１０．０ｍｍの横断面が扁平形状（
即ち、矩形状）（図５）とされる。
【０１８９】
　上述のように、一方向に引き揃えスダレ状とされた繊維強化シート１において、各線材
２は、互いに空隙（ｇ）＝０．１～２０．０ｍｍだけ近接離間して、固定用繊維材３にて
固定される。また、このようにして形成された繊維強化シート１の長さ（Ｌ）及び幅（Ｗ
）は、補強される構造物の寸法、形状に応じて適宜決定されるが、取扱い上の問題から、
一般に、全幅（Ｗ）は、１００～５００ｍｍとされる。又、長さ（Ｌ）は、１００ｍ以上
のものを製造し得るが、使用時においては、適宜切断して使用される。
【０１９０】
　又、各線材２を固定用繊維材３にて固定する方法としては、図６に示すように、例えば
、固定用繊維材３として横糸を使用し、一方向にスダレ状に配列された複数本の線材２か
ら成るシート形態とされる線材、即ち、連続した線材シートを、線材に対して直交して一
定の間隔（Ｐ）にて打ち込み、編み付ける方法を採用し得る。横糸３の打ち込み間隔（Ｐ
）は、特に制限されないが、作製された繊維強化シート１の取り扱い性を考慮して、通常
１～１５ｃｍ間隔の範囲で選定される。
【０１９１】
　このとき、横糸３は、例えば直径２～５０μｍのガラス繊維或いは有機繊維を複数本束
ねた糸条とされる。又、有機繊維としては、ナイロン、ビニロンなどが好適に使用される
。
【０１９２】
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　次に、本発明の繊維強化シートの実験例について説明する。
【０１９３】
　実験例３
　本発明のシート状補強材である繊維強化シート１を使用して、緊張接着工法に従ってコ
ンクリート梁を補強した。
【０１９４】
　本実験例では、図６を参照して説明した構成の繊維強化シート１を使用した。
【０１９５】
　繊維強化シート１における繊維強化プラスチック線材２は、実験例１、２にて作製した
繊維強化プラスチック線材２を使用した。線材２は、厚み（ｔ）０．６ｍｍ、幅（ｗ）１
．７ｍｍの扁平断面を有していた。
【０１９６】
　このようにして得た繊維強化プラスチック線材２を、一方向に引き揃えてスダレ状に配
置し、各線材２を互いに空隙（ｇ）だけ近接離間して、固定用繊維材３にて固定した。
【０１９７】
　このようにして作製した繊維強化シート１は、幅（Ｗ）が２００ｍｍ、長さ（Ｌ）が１
００ｍであった。各線材２間の間隙（ｇ）は、０．４～０．５ｍｍであった。実験では、
繊維強化シート１の長さは５００ｃｍに切断して使用した。
【０１９８】
　次に、上記繊維強化シート１を使用してコンクリート梁を緊張接着工法により、次のよ
うにして補強した。
【０１９９】
　先ず、本実験例では、繊維強化シート１をコンクリート梁に接着するに先立って、繊維
強化シート１に緊張力１０００００Ｎを導入した。緊張力導入時に、何ら糸切れを発生す
ることがなく、炭素繊維の破断強度近くまで充分な緊張力を導入することができた。
【０２００】
　繊維強化シート１が緊張状態に維持された状態にて、コンクリート梁シート貼着面に対
面した側から繊維強化シート１にマトリクス樹脂を塗布し、次いで、繊維強化シート１を
コンクリート梁貼着面に接着した。この時、接着力を上げるため繊維強化シート回り全体
をバグフィルムで覆い、真空ポンプでバグフィルム内の空気を抜き、真空圧で梁に押し付
けながら接着した。繊維強化シート１の貼着面に、何らボイドを発生することなく、コン
クリート梁に極めて良好に接着することができた。
【０２０１】
　上記実験例３では、コンクリート構造物の補強に関して説明したが、本発明の繊維強化
シート１は、鋼構造物の補強に際しても同様に適用することでき、同様の作用効果を達成
し得る。
【０２０２】
　また、本発明の繊維強化シート１は、上記実験例で説明した緊張接着工法以外の、単に
、構造物に接着して補強する補強工法に、更には、ガラス繊維等の繊維強化プラスチック
構造物内に埋入して補強する方法にも好適に使用することができる。
【符号の説明】
【０２０３】
　１　　　　　　　繊維強化シート
　２　　　　　　　扁平形状繊維強化プラスチック線材
　３　　　　　　　固定用繊維材
　１１　　　　　　巻き出しボビン
　１７　　　　　　樹脂含浸槽
　２２　　　　　　巻き取りボビン（巻き出しボビン）
　２７ａ　　　　　加熱板装置
　２７ａ１、２７ａ２　　　　　第１及び第２加熱板



(23) JP 5698517 B2 2015.4.8

　２７ａ３、２７ａ４　　　　　成形用平板
　２７ａ５、２７ａ６　　　　　パネルヒータ（熱源）
　２７ｂ　　　　　加熱硬化炉
　３２　　　　　　巻き取りボビン
　６３　　　　　　上面ピールプライ（高密度織物）
　６４　　　　　　下面ピールプライ（高密度織物）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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